
船舶事故調査報告書 

平成２７年１２月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年７月４日 ０４時０５分ごろ 

発生場所 明石海峡航路東方沖 

 岩屋港北防波堤東灯台から真方位１０７°３.１海里付近 

 （概位 北緯３４°３４.５′ 東経１３５°０４.９′） 

事故の概要  貨物船紫
し

隆
りゅう

丸及び漁船三代
み よ

丸は、共に南東進中、両船が衝突し

た。 

 紫隆丸は、右舷外板に擦過傷を生じ、また、三代丸は、船首部に擦

過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年７月１０日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 紫隆丸、５,１３７トン 

   １３３８９１、小池汽船株式会社 

Ｂ 漁船 三代丸、４.９５トン 

   ＨＧ３－３１５１６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 南東流約３.３ノ

ット 

日出時刻：０４時５１分ごろ 

 事故の経過  船長Ａは、２０～３０隻の漁船がＡ船の船首方や船尾方を通過して

おり、Ａ船の右舷方を同航中のＢ船も同様にＡ船を避けてくれると思

い、針路及び速力を保持して航行していたところ、Ｂ船が突然に左へ

変針して、Ａ船の右舷中央部にＢ船の船首部が衝突した。 

 船長Ｂは、先に出港した僚船の灯火を見失わないように船首方に意

識を集中していたところ、衝撃を感じ、Ａ船と衝突したことを知っ

た。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、他の漁船がＡ船を避けてくれていたので、Ｂ船

も同様にＡ船を避けてくれると思い、針路及び速力を保持して航行し

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、船首方の僚船の灯火に意識を集中し、周囲の見



張りを適切に行っていなかったことから、左舷方を同航しているＡ船

に気付かずに左転したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ｂ船の船長Ｂが見張りを適切に行っていなかった

ため、左舷方を同航しているＡ船に気付かずに左転し、両船が衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は見張りを適切に行うこと。 

 


